
内
閣
衆
質
一
五
五
第
三
八
号

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
前
原
誠
司
君
提
出
日
本
放
送
協
会
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
受
領

答

弁

第

三

八

号



衆
議
院
議
員
前
原
誠
司
君
提
出
日
本
放
送
協
会
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
が
放
送
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
毎
事
業
年
度
の
収
支
予

算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
に
つ
い
て
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
を
受
け
て
い
る
ほ
か
、
そ
の

会
計
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
会
計
検
査
院
の
検
査
の
結
果
会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

七
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
法
律
、
政
令
若
し
く
は
予
算
に
違
反
し
又
は
不
当
と
認
め
た
事
項
が
掲
記

さ
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
等
か
ら
、
政
府
は
、
協
会
が
そ
の
業
務
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
国
会
と
の
連
絡
調
整
等
を
専
門
に
行
う
組
織
」
に
つ
い
て
は
、
無
い
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

法
第
二
十
六
条
第
五
項
は
、
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
過
半
数
を
協
会
が
有
す
る
株
式
会
社
又
は
そ
の
総
社
員
の
議
決
権

の
過
半
数
を
協
会
が
有
す
る
有
限
会
社
を
子
会
社
と
規
定
し
て
い
る
が
、
同
条
第
六
項
は
、
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
過
半

一



数
を
協
会
及
び
子
会
社
若
し
く
は
子
会
社
が
有
す
る
株
式
会
社
又
は
そ
の
総
社
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
協
会
及
び
子
会
社

若
し
く
は
子
会
社
が
有
す
る
有
限
会
社
に
つ
い
て
も
、
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
子
会
社
と
み
な
す
こ
と
と
規
定
し
て

お
り
、
当
該
株
式
会
社
及
び
有
限
会
社
（
以
下
「
み
な
し
子
会
社
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
、
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
十
号
イ
の
規
定
に
よ
り
、
協
会
は
、

そ
の
概
況
（
系
統
図
を
含
む
。
）
、
名
称
、
住
所
、
資
本
金
、
事
業
内
容
、
役
員
の
状
況
（
人
数
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
、

職
員
数
、
協
会
の
持
株
比
率
及
び
協
会
と
の
関
係
の
内
容
を
法
第
三
十
八
条
の
業
務
報
告
書
（
以
下
「
業
務
報
告
書
」
と
い

う
。
）
に
記
載
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
政
府
も
こ
れ
に
よ
り
み
な
し
子
会
社
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
協
会
に
お
い
て
は
、
子
会
社
（
み
な
し
子
会
社
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
在
り
方
に
つ
い
て
常
に
見
直
し
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日
現
在
に
お
い
て
、
子
会
社
、
規
則
第
十
一
条
第
十
号
イ
に
規
定
す

る
関
連
会
社
及
び
同
号
ロ
に
規
定
す
る
関
連
公
益
法
人
等
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
六
、
四
及
び
九
で
あ
る
と
承
知
し
て
い

る
。

四
に
つ
い
て

二



協
会
は
、
そ
の
行
う
業
務
の
一
部
を
他
に
委
託
す
る
場
合
は
、
法
第
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
委
託
を
す
る
こ
と
（
以

下
「
業
務
委
託
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
当
該
委
託
業
務
が
効
率
的
に
行
わ
れ
、
か
つ
、
法
第
九
条
第
一
項
の
業
務
等
の
円

滑
な
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
と
し
て
協
会
が
定
め
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
政
府
は
、
当
該
基
準
に
つ
い
て
、
「
放
送
法
第
九
条
の
二
及
び
第
九
条
の
三
に
関
す
る
解
釈

指
針
（
日
本
放
送
協
会
の
子
会
社
等
の
業
務
範
囲
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」
（
平
成
十
四
年
三
月
八
日
付
け
総
情
放

第
十
一
号
総
務
省
情
報
通
信
政
策
局
長
通
知
別
添
）
を
策
定
し
、
「
協
会
が
基
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
業
務
の
専
門

性
、
特
殊
性
等
か
ら
他
に
委
託
先
が
な
い
場
合
等
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
競
争
契
約
を
原
則
と
し
、
そ
の
た
め
の
具

体
的
な
要
件
を
定
め
る
も
の
と
す
る
」
と
の
解
釈
を
協
会
に
示
し
て
お
り
、
協
会
は
、
そ
の
解
釈
を
踏
ま
え
、
当
該
基
準
と

し
て
定
め
て
い
た
従
前
の
業
務
委
託
基
準
を
変
更
し
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に
お
い
て
、
業
務
委
託
で
あ
っ
て
競
争
入
札
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
の
う
ち
に
子
会

社
及
び
関
連
会
社
が
受
託
者
と
な
っ
た
も
の
は
無
い
と
承
知
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
協
会
は
、
そ
の
地
上
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
、

三



そ
の
放
送
の
ほ
か
、
収
支
予
算
、
事
業
計
画
、
業
務
報
告
書
等
に
お
い
て
説
明
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

協
会
の
経
営
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
額
が
五
万
五
千
円
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
育
、
文
化
、
科
学
、
産
業
そ
の
他
の
各
分
野
が
公

平
に
代
表
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
委
員
に
は
多
様
な
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
者
が
い
る
た
め
、
各

委
員
が
代
表
す
る
分
野
を
そ
れ
ぞ
れ
一
に
特
定
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
が
、
あ
え
て
こ
れ
を
行
え
ば
、
平
成
十
四
年
十

二
月
十
三
日
現
在
に
お
い
て
は
、
産
業
、
文
化
、
教
育
・
科
学
及
び
そ
の
他
の
分
野
を
代
表
す
る
者
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

六
、
三
、
二
及
び
一
と
な
る
も
の
と
考
え
る
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

協
会
の
役
員
の
給
与
の
支
給
基
準
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

お
尋
ね
の
「
平
均
給
与
」
と
「
平
均
年
収
」
と
の
違
い
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
十
三
年
度
に
お
け
る
協

会
の
常
勤
及
び
非
常
勤
の
役
員
に
対
す
る
報
酬
の
年
額
の
平
均
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
千
八
百
十
五
万
円
及
び
千
七

百
八
十
九
万
円
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四



六
の
（
�
）
に
つ
い
て

協
会
の
役
員
の
退
職
金
支
給
基
準
に
つ
い
て
は
、
協
会
が
退
任
す
る
役
員
に
対
し
退
任
慰
労
金
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
都
度
、
法
第
十
四
条
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
る
経
営
委
員
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
と
し
て
い
る
ほ
か
、
そ
の
額

に
つ
い
て
は
、
役
員
の
在
任
期
間
の
月
数
に
、
退
任
時
の
報
酬
の
月
額
の
百
分
の
二
十
八
に
相
当
す
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
と
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

お
尋
ね
の
過
去
十
年
間
に
お
け
る
役
員
の
退
職
金
平
均
額
、
平
均
在
職
年
数
及
び
支
給
総
額
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い

な
い
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

協
会
の
交
際
費
の
額
及
び
支
出
目
的
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

「
日
本
放
送
協
会
平
成
十
三
年
度
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説
明
書
」
に
よ
る

と
、
協
会
は
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
を
保
有
し
て
い
な
い
。

六
の
（
�
）
に
つ
い
て

五



協
会
の
子
会
社
及
び
関
連
会
社
の
役
員
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
過
去
二
十
年
間
に
お
け
る
国
家
公
務
員
又
は
地
方
公
務
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
協
会
又
は
そ
の
子
会
社
若
し

く
は
関
連
会
社
の
役
員
と
な
っ
た
者
の
数
及
び
給
与
の
平
均
額
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

協
会
に
お
け
る
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
、
協
会
は
、
政
府
の
諸
活
動
と
し
て
の
放
送
を
行
わ
せ
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
法

人
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）

は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
定
款
に
基
づ
き
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
情
報
公
開
基
準
」
を
定
め
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
そ
の
保
有
す
る

情
報
を
提
供
し
、
又
は
開
示
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
政
府
は
、
協
会
が
受
信
料
を
そ
の
主
た
る
財
源
と
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
業
務
等
に
つ
い
て
受
信
者
に
対
し
適
切
な
説
明
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

六


